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VR キットレンタル利用規約 

 

第1条 （目的） 

能美防災株式会社（以下、「当社」）は、VR キットの有料貸出しサービス（以下、「本サービ

ス」）を提供する目的で、次条以降において本サービスに係るレンタル利用規約（以下、「本規

約」）を定めます。 

 

第2条 （定義） 

本規約における各用語の定義は次の各号の通りとします。 

（１）本ウェブサイト 本サービスの申込みを希望する者からの申込みを誘引する目的で当

社が運営する、本サービスに関するウェブサイト 

（２）VR ソフト 火災現場の仮想現実空間を創出し、火災の臨場体験をさせることのできる

ソフトウェア 

（３）VR キット 以下に掲げる全ての物を内容物とする一式 

・VR ソフトがインストールされた専用のノートパソコン１台 

・ヘッドマウントディスプレイ及びコントローラー１組 

・予備バッテリー1 個 

・充電ケーブル類一式 

・三口電源タップ１本 

・操作マニュアル１冊 

・試供品のマスク及び不織布帽子各１枚 

・宅配便返送用送り状１枚 

・上記の全てを収容する専用梱包箱１箱 

（４）本契約 当社と利用者との間における本サービスを目的とする役務提供契約 

（５）利用者 本ウェブサイトを通して本サービスの申込みをする者 

（６）レンタル期間 本契約において当社と利用者との間で合意された、利用者が VR キッ

トを使用することができる特定の期間 

（７）レンタル料 本契約に基づき利用者が当社に対して支払う本サービスの提供の対価 

 

第3条 （本サービスの申込み） 

利用者は、本ウェブサイトを通してのみ本サービスの申込みを行うことができるものとし、

当社はそれ以外の方法による本サービスの申込みを受け付けないものとします。 

２．VR キットの発送先が日本国外に指定されている申込みを当社は受け付けないものとします。 

３．利用者は、本サービスの申込みの際に申し出た内容に変更があったとき、又はレンタル期間

の変更、延長若しくはレンタル期間の開始日の変更をする必要があるときは、第 15 条第 1 項

に基づく本契約の解約をした上で、再度本サービスの申込みを行うものとします。当社が VR

キットを発送した後の再申し込みを当社は受け付けないものとします。 

 

第4条 （契約の成立） 

本契約は、当社から利用者へ配信されるご注文確定のお知らせメールを利用者が受信した時

点で成立するものとします。 
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２．本契約は、利用者が本ウェブサイトを通して本サービスの申込みを完了した時点では成立せ

ず、当社から利用者へ自動配信されるご注文確認メールは当社による申込みの承諾とはなりま

せん。 

 

第5条 （本規約と本契約の関係） 

本規約は本契約及びこれを根拠とする一切の権利義務並びに法律関係に適用されるものとし、

当社は本サービスを本規約に従って提供するものとします。 

２．本サービスの申込みは、前項及び本規約のその他の全条項に対する利用者の同意を意味する

ものとみなします。 

 

第6条 （個人情報の取扱い） 

当社が利用者（利用者が法人である場合、本ウェブサイトを通して実際に申込みを行う、当

該法人に所属する個人）から取得する個人情報は次の各号の通りとします。 

（１）氏名 

（２）住所及び郵便番号 

（３）電話番号 

（４）メールアドレス 

（５）ファックス番号 

（６）所属する法人の名称及び部署名 

（７）性別 

（８）生年月日 

（９）クレジットカード番号 

２．当社が前項各号の個人情報を利用する目的は次の各号の通りとします。 

（１）本契約に関するお問合せ又はその他のご連絡 

（２）当社が提供する他のサービスの広告、宣伝 

（３）本サービスを提供するにあたり当社が業務の一部を委託する事業者との共有 

３．当社は第 1 項各号の個人情報を、当社の定める個人情報保護方針に従って取り扱うものとし

ます。ただし、その利用目的は前項各号が優先されます。 

４．当社は、(株)ロックウェーブ、SB ペイメントサービス(株)、(株)ネットプロテクションズ及

びヤマト運輸(株)に対して個人情報の取扱いを一部委託することがあります。これらの者に対

して個人情報を提供する場合、当社は予め当該個人情報の本人から同意を得る必要がないもの

とします。 

 

第7条 （VR キットの発送） 

当社は、第 4 条第 1 項のご注文確定のお知らせメールを発信した後、利用者が指定した発送

先に VR キットを発送いたします。VR キットの発送は当社が指定した運送業者が行います。 

２．発送先への到着日はレンタル期間開始日の前日とし、当該日以前の日を到着日とする発送は

行わないものとします。 

３．当社が指定した運送業者による発送義務の不履行、履行遅滞及び履行の際に生じた VR キッ

トの滅失又は毀損について、当社に責任が発生する場合の当社の責任の範囲は、当社と運送業

者との間の運送業務委託契約に基づき運送業者が当社に対して負担する責任の範囲に限られ

るものとします。 

https://www.nohmi.co.jp/policy.html
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４．当社の責に帰することができない事由により VR キットがレンタル期間開始日の前日に到着

しなかった場合でも、レンタル日数の延長は行わないものとします。利用者が到着日に VR キ

ットを受け取ることができなかった場合も同様とします。 

 

第8条 （不足又は欠陥の対応） 

利用者は、VR キットが発送先に到着した後速やかにその内容物に不足又は欠陥がないか確

認し、万が一不足又は欠陥を発見した場合は、直ちにその旨を当社（下記連絡先）へ報告する

ものとします。 

＜連絡先＞ 

能美防災株式会社 CS 設備本部：０３－３２６５－０３２６ 

受付時間：平日（月曜日～金曜日）１０：００～１７：００ 

２．利用者は、前項に基づく報告を VR キットの到着日の翌日から起算して 3 日以内に行えば、

報告と共に当社に対し不足物又は代替物の発送を求めることができるものとします。 

３．当社は、前項に基づく利用者の請求が認められる場合、速やかに不足物又は代替物を発送先

へ発送いたします。この場合、不足物又は代替物の到着日の翌日をレンタル期間の起算日とし、

当初のレンタル日数が短縮されることはないものとします。 

 

第9条 （VR キットの使用） 

利用者は、VR キットを善良なる管理者の注意義務を以て使用及び管理しなければならない

ものとします。 

２．利用者は、VR キットを滅失又は毀損した場合、速やかにその旨を前条第 1 項の連絡先に報告

しなければならないものとします。 

３．当社は利用者に対し、VR キットの弁償代金その他損害を賠償するよう請求することができる

ものとします。 

 

第10条 （VR キットの返送） 

利用者は、レンタル期間の終了日の２４時が経過する前までに運送業者に VR キットの返送

を委託し、当社の下記所在地へ VR キットを返送しなければならないものとします。 

＜返送先＞ 

〒１０２－８２７７ 東京都千代田区九段南４－７－３ 

能美防災株式会社 CS 設備本部 CS 事業推進部：０３－３２６５－０４２３ 

２．利用者が前項の義務の履行を遅滞した場合、当社は利用者に対し、レンタル期間の終了日を

経過した日数に応じ、１日につき２万円の遅延損害金を支払うよう請求することができるもの

とします。 

３．前項の遅滞の有無は、利用者が運送業者に VR キットの返送を委託した日時が、レンタル期

間の終了日の２４時以降か否かによって判断するものとします。 

 

第11条 （レンタル料の支払い） 

本契約に基づき利用者がレンタル料を支払う方法は次の各号のいずれかとし、それ以外の方

法による支払いを当社は受け付けないものとします。 

（１）クレジットカード払い 

（２）請求書払い（利用者が法人である場合に限る） 
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２．利用者は、前項のいずれかの方法に従い、本ウェブサイト及び第４条のご注文確認メール並

びにご注文確定のお知らせメールその他当社が指示する通りに、レンタル料を支払うものとし

ます。 

３．第 15 条 2 項に定める場合を除き、利用者はレンタル期間経過前に VR キットを当社に返還し

た場合でも、支払い済みのレンタル料が返還されないことについて了解するものとします。 

 

第12条 （秘密保持） 

当社及び利用者は、本契約により知り得た相手方の営業上、技術上、その他の秘匿すべき情

報（以下、「秘密情報」）を、漏洩することがないよう適切に管理するものとします。 

２．当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密情報を本サービ

スの提供及び本契約の履行以外の目的で利用し、又は第三者（第 6 条第４項の者らを除く）に

開示してはならないものとします。 

３．当社及び利用者は、秘密情報の管理が不要となったとき又は相手方からの正当な理由に基づ

く要請があったときは、速やかに当該秘密情報を相手方に返還するか、又は相手方の指示する

方法で破棄しなければならないものとします。 

４．当社及び利用者は、秘密情報を漏洩し又はその疑いが生じたときは、直ちにその旨を相手方

に報告しなければならないものとします。 

 

第13条 （知的財産権等） 

本サービスに関する特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権、VR キットの各内

容物の所有権及びその他一切の権利（以下、「知的財産権等」）は当社に帰属するものとします。 

２．利用者は、本契約の締結が当社による知的財産権等の実施許諾又は譲渡を意味するものでは

ないこと、及び本契約の成立により当社がそのような義務を負うわけではないことを確認し、

同意するものとします。 

 

第14条 （禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。 

（１）当社の知的財産権等を侵害する行為 

（２）犯罪行為若しくは法令に違反する行為、又はこれらに結び付くおそれのある行為 

（３）第三者の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為 

（４）当社若しくは第三者の信用を毀損し又はその業務を妨害する行為 

（５）VR キットの内容物に対して過度な負担を与える行為、又は当社による本サービスの

提供を不可能にする行為その他本サービスの提供に支障を与え若しくはその運営を妨

げる行為 

（６）VR ソフトを通して又は VR ソフトに関連して、コンピュータウイルス等の有害なプ

ログラム等を利用し又は提供する行為 

（７）VR ソフトについて改変又は改ざんを行う行為、又は逆コンパイル、逆アセンブル等

のリバースエンジニアリング（主に、内容を解析して人が読み取り可能な形に変換す

ること）を行う行為 

（８）VR ソフトに付されている著作権表示その他の権利表示を削除し又は改変する行為 

（９）VR ソフトを VR キットの内容物である専用のノートパソコン以外の端末（専用のノ

ートパソコンを不正に改造した端末を含む）で利用する行為 
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（１０）VR ソフトを他のソフトウェア等と組み合わせて利用する行為 

（１１）VR キットの内容物である専用のノートパソコンを、VR ソフトを起動する以外の

用途で使用する行為 

（１２）次の各号のいずれかに該当する者に VR キットを使用させる行為、又は次の各号の

いずれかに該当する者であるにもかかわらずそのことを秘して本サービスを申し込む

行為 

イ．１３歳未満の者 

ロ．妊娠中の者 

ハ．視覚、聴覚に障がいのある者 

ニ．ペースメーカー等の医療機器を装着している者 

ホ．部位にかかわらず骨折している者 

ヘ．酒気を帯びている者 

ト．自立歩行できない者、足腰に不安のある者 

チ．光の刺激により痙攣、意識障害等を起こしたことがある者 

リ．高血圧、心臓疾患、呼吸器系疾患、その他使用により悪化するおそれのある症

状を持つ者 

ヌ．その他体調不良等の使用を控えるべき事情のある者 

（１３）有償であるか無償であるかを問わず第三者に VR キットを譲渡、転貸する行為 

（１４）その他、公序良俗に反する等の当社が不適切と判断する行為 

 

第15条 （解約） 

当社及び利用者は、当社が VR キットを発送するまでは、第 4 条第 1 項に基づき本契約が成

立する前であっても、本契約を解約することができるものとします。ただし、当社による解約

は、当社が本サービスの提供をすることが不可能又は著しく困難な事情があるときに限ります。 

２．利用者は、第 8 条第 2 項に基づく請求が認められるときは、当該請求に代えて、本契約の解

約をすることができるものとします。 

 

第16条 （当社による契約の解除） 

当社は、利用者が本規約若しくは本契約に違反する行為を行い、又は本規約若しくは本契約

に基づく義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその是正又は義務の履行を催告

したにもかかわらず利用者が応じないときは、本契約を解除することができるものとします。 

２．当社は、利用者に次の各号のいずれかの事由が認められるときは、催告することなく直ちに、

本契約を解除することができるものとします。 

（１）第 9 条第 1 項に違反して VR キットを滅失又は毀損したとき、又は同条第 2 項に基づ

く報告を怠ったとき 

（２）第 14 条各号のいずれかの行為を行ったとき 

（３）第 22 条に違反する行為を行ったとき 

（４）手形、小切手の不渡りを出したとき 

（５）仮差押え、差押え、競売、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき 

（６）民事再生、会社更生、破産、特別清算その他の倒産手続きの申立てを受け、又は自ら

申立てを行ったとき 

（７）監督官庁より営業停止処分又は営業登録、営業許可の取消処分を受けたとき 



- 6 - 

（８）営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をし、あるいは清算、私的整理の手続きを開

始したとき 

（９）本サービスの申込みの際に故意又は重大な過失により虚偽の申し出を行ったとき 

３．前二項各号のいずれかの事由が認められる場合、利用者が本規約又は本契約に基づき当社に

負っている全ての債務について、履行期限が到来したものとみなします。 

 

第17条 （利用者による契約の解除） 

利用者は、次の各号のいずれかの事由が認められるときは、催告することなく直ちに、本契

約を解除することができるものとします。 

（１）レンタル期間開始日の前日に、利用者が指定した発送先に VR キットが到着しなかっ

たとき（但し、かかる場合でも利用者が VR キットの利用を開始した場合には、解除権

を行使できないものとします。） 

（２）当社に前条第 2 項第 4 号から第 8 号のいずれかの事由が認められるとき 

 

第18条 （解約又は解除後の清算） 

第 15 条に基づき本契約が解約された場合において、利用者がレンタル料を支払い済みである

ときは、当社は利用者に対し受領済みのレンタル料を速やかに返還するものとします。 

２．本契約が解約又は解除された場合において、利用者が VR キットを受領済みであるとき（前

条第 1 項第 1 号に基づき解除された後に発送先に VR キットが到着したときを含む）は、利用

者は速やかに第 10 条第 1 項の返送先に VR キットを返送しなければならないものとします。 

３．前条第 1 項に基づき本契約が解除された場合において、利用者がレンタル料を支払い済みで

あるときは、本条第 1 項を準用するものとします。 

４．第 16 条第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が解除された場合には、利用者がレンタル料を支

払い済みであっても、当社は利用者に対し受領済みのレンタル料を返還しないものとします。 

 

第19条 （反社会的勢力の排除） 

当社及び利用者は、相手方について次の各号に掲げる事由があるときは、催告することなく

直ちに、本契約を解除することができるものとし、当社及び利用者は本条項に基づき本契約

を解除した場合に相手方に対して損害賠償義務を一切負わないものとします。 

（１）相手方及び相手方の役員（その肩書きを問わず経営に実質的に関与している者を含

む、以下同じ）が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、暴力団員、暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者、暴力団準構成員、その他これらに準ずる者（以下、

「暴力団等」）に該当し、又は過去において該当していたことが判明したとき 

（２）暴力団等が経営を支配しているか又は実質的に経営に関与していると認められると

き、又は過去にそのような事実があったことが認められるとき 

（３）不当に暴力団等を利用しているか又は過去に利用していたことが判明したとき 

（４）暴力団等に対し資金を提供し若しくは便宜を供与していること、又は過去に資金を提

供し若しくは便宜を供与していたことが判明したとき 

（５）役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき、又は

過去にそのような関係を有していたと認められるとき。 

（６）相手方に対し以下の行為を行ったとき 

  イ．暴力的な要求行為 
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  ロ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

  ハ．取引に関して脅迫的な言動を行い又は暴力を用いる行為 

  ニ．相手方の信用を毀損し又は業務を妨害する行為 

２．当社又は利用者について前項各号のいずれかの事由が認められる場合、当社又は利用者が本

規約又は本契約に基づき相手方に負っている全ての債務について、履行期限が到来したものと

みなします。 

 

第20条 （損害賠償） 

第 16 条第 1 項又は同条第 2 項各号のいずれかの事由により当社に損害が発生したときは、

当社は利用者に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。 

２．第 17 条第 1 項各号のいずれかの事由により利用者に損害が発生したときは、利用者は当社に

対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。 

3．発生原因の如何を問わず利用者が当社に対して賠償を請求することができる損害は、逸失利益

及び間接損害を除くものとし、本契約において利用者が支払うレンタル料の額を賠償額の上限

額とします。 

4．当社又は利用者が前条第 1 項各号のいずれかの事由に該当することにより相手方に損害が発生

したときは、相手方はその損害の賠償を請求することができるものとします。 

 

第21条 （免責） 

当社は、次の各号に掲げる損害を賠償する責任をいかなる場合においても負わないものとし

ます。 

（１）第 14 条各号のいずれかの行為により利用者又は第三者に発生した損害 

（２）本サービスの利用によって利用者又は第三者の生命、身体、又は財産に発生した損害

（当社の責に帰すべき事由により発生した場合を除く） 

（３）本サービスの利用によって利用者又は第三者に発生した精神的損害その他の生命、身

体、財産以外に発生した損害（当社の責に帰すべき事由により発生した場合を除く） 

 

第22条 （権利義務の譲渡等の禁止） 

利用者は、本規約又は本契約に基づく権利義務を、当社から事前に書面で承諾を得ている場

合を除き、第三者に譲渡し、承継し、又は担保の目的に供することはできないものとします。 

 

第23条 （合意管轄） 

本規約及び本契約に係る紛争（訴訟以外の裁判所の手続きを利用する場合を含む）の第一審

の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。 

 

第24条 （準拠法） 

本規約及び本契約の成立、効力、解釈、履行については、日本国法に準拠するものとします。 

 

第25条 （契約期間） 

本契約の有効期間は、第 4 条第 1 項の成立時点から、第 10 条第 1 項の返送先に VR キット

が返着したことを当社が確認し、利用者に対し VR キット返却確認メールを配信した時点まで

とします。 
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２．本契約が終了（期間満了、解約、解除のいずれかを問わない）したとしても、第 6 条第 3 項

及び第 4 項、第 7 条第 3 項、第 9 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条第 3 項、第 18 条、

第 19 条第 2 項、第 20 条から第 24 条、本条項及び次条の規定はその後においても効力を有す

るものとします。 

 

第26条 （分離可能性） 

本規約の一部の条項が無効、違法又は執行不能と判断された場合であっても、そのことが残

存する他の条項の有効性、適法性、執行可能性に影響を与えないものとします。 

 

第27条 （協議事項） 

本規約又は本契約に定めのない事項及び本規約又は本契約の解釈につき疑義が生じた事項に

ついては、当社と利用者が誠意を以て協議し、これを解決するものとします。 

 

附則 

本規約は２０２２年 4 月１５日より効力を発するものとします。 

 

以上 

能美防災株式会社 


